
令和元年６月１０日（月）

国 土 交 通 省

四国地方整備局建政部

愛媛県内子町の歴史的風致維持向上計画を認定します！
～四国地方における計画認定都市が４都市となります～

今回の認定により、歴史的風致維持向上計画の認定都市数は、全国で７８都市、四国地

方では、高知県佐川町、徳島県三好市、愛媛県大洲市に加え４都市となります。

認定に当たって、以下のとおり認定式が行われます。認定式では、田中国土交通大臣

政務官が、主務大臣連名の認定証を町長に対して直接交付します。

【認定式】

１．日 時 令和元年６月１２日（水）１３：３０～

２．場 所 国土交通省 田中国土交通大臣政務官室

（千代田区霞が関２－１－３ 中央合同庁舎３号館４階）

※報道関係者に限り取材ができます。取材及びカメラ撮りについては、冒頭より認定書の手交ま

でとなります。認定式終了後、各市町長へのぶら下がり取材が可能です。

※取材をご希望の方は、１３：１５までに国土交通省４階エレベーターホールにお集まりくださ

い。

※国会審議等の状況により、開催時間が変更となる場合があります。

お問い合わせ先

国土交通省 四国地方整備局 建政部

計画・建設産業課 課長 橋本 貴央 （内線6121）
はしもと たかひさ

◎課長補佐 古賀 庸展 （内線6123）
こ が やすのぶ

TEL : ０８７-８５１-８０６１ (代) ◎：主な問い合わせ先

※認定式、制度・計画の内容等については、別添の国土交通省記者発表資料に記載の

問い合わせ先へお問い合わせ下さい。

【同時発表】

文部科学省、農林水産省、国土交通省、

九州地方整備局、愛媛県内子町、大分県

大分市

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（通称：歴史まちづくり法）

第５条に基づき、全国２市町の歴史的風致維持向上計画について、６月１２日付けで

主務大臣（文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣）が認定します。

四国地方では、愛媛県内子町について認定されます（計画の概要は、別添の国土交

通省記者発表資料をご参照ください）。



 

令 和 元 年 ６ 月 １ ０ 日 

都 市 局 公 園 緑 地 ・ 景 観 課 
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の歴史的風致維持向上計画を認定 

～田中政務官より各市町長に認定証を直接交付します～ 

歴史まちづくり法第５条に基づき、内子町・大分市の歴史的風致維持向上計画に

ついて、６月１２日付けで主務大臣（文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣）

が認定します。当日は、田中国土交通大臣政務官が、主務大臣連名の認定証を各市

町長に対して直接交付します。 

今回の認定により、認定都市数は７８市町となります。（詳細は別紙参照） 

【認定式】 

１．日  時  令和元年６月１２日（水）１３：３０～

２．場  所  田中国土交通大臣政務官室 

（千代田区霞が関２－１－３ 中央合同庁舎３号館４階）

＊報道関係者に限り取材ができます。取材及びカメラ撮りについては、冒頭より認定証

の手交までとなります。認定式終了後、各市町長へのぶら下がり取材が可能です。 

＊取材をご希望の方は、１３：１５までに４階エレベーターホールにお集まりください。 

＊国会審議等の状況により、開催時間が変更となる場合があります。 

【問い合わせ先】 
●国土交通省 都市局 公園緑地・景観課

景観・歴史文化環境整備室 富所（とみどころ）、中井 
   TEL：03(5253)8111(内線 32983,32986) 03(5253)8954（直通） 
 FAX：03-5253-1593 

● 文化庁 文化資源活用課  中田、樋口 
 TEL：03(5253)4111(内線 2869,2738)     03(6734)4760（直通） 

● 農林水産省 農村振興局 農村政策部 農村計画課 小澤、加藤
TEL：03(3502)8111(内線 5534) 03(3502)6004（直通） 

同時発表 
文部科学省、農林水産省、四国地
方整備局、九州地方整備局、内子
町、大分市 

【大分市】柞原八幡宮 【内子町】内子座 

【別添】 

※ 別紙「歴史的風致維持向上計画の認定について」の資料中「図 歴史的風致維持向上計画の認定
状況」において、四国管内の歴史的風致維持向上計画認定都市については、黄色着色している。 



歴史的風致維持向上計画の認定について 

令 和 元 年 ６ 月 

国 土 交 通 省 ・ 文 部 科 学 省 ・ 農 林 水 産 省 

「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（通称：歴史まちづくり

法）」は、地域の歴史的な風情、情緒を活かしたまちづくりを支援すべく平成２０

年５月に公布され、同年１１月に施行されました。 

この法律は、我が国固有の歴史的建造物や伝統的な人々の活動からなる歴史的風

致について、市町村が作成した歴史的風致維持向上計画を国が認定することで、法

律上の特例や各種事業により市町村の歴史まちづくりを支援するものであり、これ

まで金沢市、高山市等７６市町の計画を認定しています。 

このたび、愛媛県内子町・大分県大分市の歴史的風致維持向上計画を６月１２日

に認定し、認定都市数は７８市町となります。なお、今回認定を受ける各市町の歴

史的風致維持向上計画については、国土交通省、文化庁及び各市町のホームページ

に公開されます。 

・国土交通省 HP：

http://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/toshi_history_tk_000010.html

図 歴史的風致維持向上計画の認定状況 

別紙 

http://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/toshi_history_tk_000010.html


 

■各都市の歴史的風致維持向上計画の概要 
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歴史的風致維持向上計画（愛媛県内子町 認定申請日 H31.3.29） 

重要伝統的建造物群保存地区「八
よう

日
か

市
いち

護
ご

国
こく

伝統

的建造物群保存地区」や、国指定重要文化財であ

る「本
ほん

芳
は

我
が

家住宅」「内
うち

子
こ

座
ざ

」及びその周辺地域と、

高
こう

昌
しょう

寺
じ

ねはん 祭
まつり

の稚児
ち ご

行
ぎょう

列
れつ

や県指定の無形民

俗文化財「いかざき大
おお

凧
だこ

合戦
がっせん

」等にみる歴史的風

致の維持向上を図るため、内子座や重要伝統的建

造物群保存地区内にある歴史的建造物等の保存修

理事業や、手漉
て す

き和紙
わ し

など伝統産業の職人、学芸サポーター、まちあるきガイド等

の人材育成に関する支援事業などを位置づけています。 

 
 

○大
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分
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市
し

歴史的風致維持向上計画（大分県大分市 認定申請日 R1.5.17） 

国指定重要文化財「柞
ゆす

原
はら

八
はち

幡
まん

宮
ぐう

」や国指定の史

跡「大
おお

友
とも

氏
し

遺
い

跡
せき

」及びその周辺地域と、「若宮
わかみや

八幡社
はちまんしゃ

夏季
か き

祭礼
さいれい

」や柞原八幡宮の祭礼である「浜
はま

の市
いち

」「賀来
か く

の市
いち

」等にみる歴史的風致の維持向

上を図るため、「柞原八幡宮本殿」をはじめとした

歴史的建造物の保存修理事業、「大友氏遺跡」の復

元整備事業のほか、祭礼の巡行路沿いにおける無

電柱化事業や道路修景整備事業、祭礼で使用する用具の保存修理に関する事業等を

位置付けています。 

 

■「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（通称：歴史まちづくり法）」

第５条（抜粋） 

 
第５条 市町村は、歴史的風致維持向上基本方針に基づき、当該市町村の区域における歴史
的風致の維持及び向上に関する計画（以下「歴史的風致維持向上計画」という。）を作成し、
主務大臣の認定を申請することができる。 

２～７ （略） 
８  主務大臣は、第一項の規定による認定の申請があった歴史的風致維持向上計画が次に掲
げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。  
一 歴史的風致維持向上基本方針に適合するものであること。  
二 当該歴史的風致維持向上計画の実施が当該市町村の区域における歴史的風致の維持及
び向上に寄与するものであると認められること。  

三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 

９～11  (略) 

【柞原八幡宮】 

【内子座】 



 

■国土交通省における計画認定による支援措置概要 

 

 

 

 

 


